
  

   平 成 ２ ６ 年 ４ 月 後 期 定 例 会 議事録       （１／６） 

・開催日時 平成２６年４月２３日（水曜日）１５時３０分～１７時１２分 

・開催場所 人事委員会室                     

・出 席 者 （委 員）大西委員長 松尾委員 中川原委員 

     （事務局）社頭事務局長 原副事務局長 宮原参事  

毛利係長 植松係長 牛島係長 寺田主査 

 

○議事事項 

１ 平成２６年４月前期定例会議事録について 

 

  佐賀県人事委員会議事規則第７条第２項の規定に基づき、前回定例会の議事録について、承認

することを決定した。 

 

２ 平成２６年度佐賀県職員採用試験（大学卒業程度）の実施要綱について 

 

概要について説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説明】 

１ 試験区分及び採用予定者数 

行政（19名程度）、警察事務（４名程度）、電気（２名程度）、総合土木（13名程度）、 

建築（３名程度）、化学（１名程度）、農政（10名程度）、林業（３名程度）、 

水産（２名程度）、薬剤師（３名程度）、保健師（７名程度） 

計67名程度 

 

２ 受験資格 

（１）次のア又はイの要件を満たす者とする。ただし、日本国籍を有しない者（薬剤師及び保健師を除

く。）及び地方公務員法第１６条各号（準禁治産者を含む。）のいずれかに該当する者は除く。 

ア 昭和60年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた者（薬剤師については、昭和60年４

月２日から平成３年４月１日までに生まれた者、保健師については、昭和 60 年４月２日から平

成６年４月１日までに生まれた者）とする。 

イ 平成５年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。）を卒

業又は平成27年３月31日までに卒業見込みの者（人事委員会が同等の資格があると認める者を

含む。） 

（２）上記（１）に掲げる事項の他、薬剤師及び保健師については、それぞれの免許（薬剤師免許、保

健師免許）の取得者又は平成27年８月31日までに免許取得見込みの者とする。 

 

３ 試験の方法及び評価 

試験は、第１次試験及び第２次試験に分けて行い、第２次試験は第１次試験合格者について行う。 
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（１）第１次試験 

教養試験及び専門試験を行う。 

また、語学資格保有者に対しては、加点を行う。 

ア 教養試験 

五枝択一式による筆記試験とし、試験の程度は大学卒業程度とする。 

問題数は60問で、80点満点とし、時間は３時間とする。 

なお、問題数60問のうち７問は佐賀県に関する問題を、３問はＩＣＴに関する問題を出題する。 

イ 専門試験 

五枝択一式による筆記試験とし、試験の程度は大学卒業程度とする。 

問題数は40問で、120点満点とし、時間は２時間とする。 

   ウ 語学資格保有者への加点 

   （ア）加点対象者 

      英語、中国語、韓国語、フランス語について、相当高い程度の語学資格を保有すると認められ

る者を対象とする。 

（イ）加点の方法 

資格等を証する書類を確認のうえ、資格の有用性等に応じ、20点を限度として加点する。 

エ 第１次試験合格者の決定 

教養試験及び専門試験のそれぞれの合格基準点以上の得点を有する者について、教養試験及び専

門試験の合計点（語学資格保有により加点された者については、当該加点点数を加えた得点）によ

り、採用予定者数を考慮して、高点順に定め、７月４日（金）に発表を行う。 

なお、教養試験において佐賀県に関する問題（７問）が全て不正解の者は不合格とする。 

（２）第２次試験 

論文試験及び面接試験を行う。 

ア 論文試験 

共通の一般的課題１題を出題し、職務遂行に必要な思考力、論理性及び文章による表現力等を総

合的に評価し、100点満点とする。時間は１時間30分とする。 

イ 面接試験 

面接試験Ⅰ及び面接試験Ⅱを行う。 

(ア) 面接試験Ⅰ 

面接員３名の個別面接により人物評価を行い、200点満点で評定する。 

なお、面接試験の参考とするため適性検査を実施する。 

(イ) 面接試験Ⅱ 

面接員３名の個別面接により人物評価を行い、100点満点で評定する。 

 

４ 最終合格者の決定 

４（２）のア及びイの試験科目に合格となった者について、第１次試験及び第２次試験（論文試験及

び面接試験）それぞれの得点を合計した総合得点（600点満点。語学加点があれば最大で620点満点。）

により、試験区分ごとに、採用予定者数等を考慮して高点順に最終合格者を決定し、８月下旬に発表を

行う。 

ただし、受験資格の有無、申込書の記載事項の真否について、虚偽又は不正の申告をした者について

は不合格とする。 
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５ 採用候補者名簿の登載順位 

最終合格者は、５の総合得点の高点順に登載する。 

 

６ 受付方法 

    インターネット、持参、郵送による受験申込みの受付を行う。 

 

７ 受付期間 

（１）インターネット申込 

５月７日（水）９時から５月23日（金）17時までに県のサーバーに到着したものを有効とする。 

（２）持参による申込 

５月７日（水）から５月23日（金）までとし、受付時間は８時30分から17時までとする。 

ただし、土曜日及び日曜日は除くものとする。 

（３）郵送による申込 

５月７日（水）から５月23日（金）までとする。ただし、５月23日（金）の消印があるものま

で有効とする。 

 

８ 試験の期日及び場所 

（１）第１次試験  ６月22日（日） 佐賀大学本庄キャンパス 

（２）第２次試験  ７月下旬～８月上旬 県庁新行政棟会議室ほか 

 

９ 採用候補者名簿の効力 

    平成27年４月１日から１年間とする。 

 

３ 公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則の一部改正について 

 

改正内容について説明し、原案のとおり決定した。 

 

 【説明】 

   公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則の一部を改正する。 

(1) 「財団法人佐賀県教育文化振興財団」及び「財団法人佐賀県長寿社会振興財団」について、公益

法人制度改革に伴い、平成26年４月1日に公益財団法人に移行したため。 

(2) 「財団法人佐賀県教育職員互助会」について、公益法人制度改革に伴い、平成 26 年４月１日に

一般財団法人に移行したため。 

(3) 「社団法人佐賀県観光連盟」及び「社団法人佐賀県計量協会」について、公益法人制度改革に伴

い、一般社団法人に移行したため。 

（施行日 公布の日） 

 

（改正内容） 

２の(1)、(2)及び(3)について、団体の名称を改めることとした。（別表第１関係） 
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４ 職員の昇任選考について 

 

佐賀県警察本部長から職員の昇任選考請求があり、その内容について説明し、選考の結果、 

請求のとおり合格とすることを決定した。 

 

【説明】 

・警視級 １名（発令予定日 平成２６年５月１日付） 

 

５ 表彰（教育委員会等が行う）による昇給について（通知）の一部改正について 

 

改正内容について説明し、原案のとおり決定した。 

 

 【説明】 

表彰（教育委員会等が行う）による昇給について（通知）の一部を改正する。 

佐賀県公立学校職員等表彰規則に基づく佐賀県教育委員会教育長表彰に係る規程（以下「教育長表彰

規程」という。）において、在外教育施設派遣に係る表彰の基準が改正されたことに伴い、所要の改正を

する必要があるため。 

（施行日 平成26年５月１日） 

 

（改正内容） 

佐賀県公立学校職員等表彰規則に基づく表彰のうち、昇給号給数を１号給とする表彰を、在外教育施

設（在外教育施設教員派遣規則第２条第１項に規定する在外教育施設及びそれと同等の施設をいう。）に

おいて特に良好な成績で勤務を終えた者に対して行う表彰に改める。（第２項関係） 

 

○報告事項  

１ 平成２６年職種別民間給与実態調査の実施について 

 

調査の概要について報告した。 

 

【説明】 

１ 目 的 

県職員の給与と県内民間事業所の従業員の給与とを比較検討するための基礎資料の作成 

 

２ 調査対象 

（１）調査対象事業所 

平成２６年４月（４月分の最終給与締切日）現在において、企業規模５０人以上、かつ、事業所

規模５０人以上の３５９事業所（全国５５，０４７事業所） 

（２）調査実施事業所 

１５６事業所（全国１２，３５８事業所） ※人事院が無作為抽出 
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３ 調査実施期間 

平成２６年５月１日（木）から６月１８日（水）まで（４９日間） ※平成２５年と同期間 

 

４ 調査内容 

（１）従来からの調査項目 

① 個人別給与の支給状況（職種別、年齢別、学歴別等） 

② 初任給の支給状況及び採用状況（職種別、学歴別） 

③ 賞与及び臨時給与の支給状況（支給総額、支給人員数、支給月数等） 

④ 本年の給与改定の状況（改定率、実施時期等） 

⑤ 諸手当の支給状況（家族手当の支給状況） 

⑥ 定年退職後の継続雇用制度等の状況 

（２）追加調査項目 

① 通勤手当の支給状況 

② 異なる地域に事業所が所在する場合の給与の支給状況（単身赴任手当、地域（都市）手当等） 

（３）削除調査項目 

    ① 住居手当の支給状況 

    ② 時間外労働割増率の状況 

  ③ 雇用調整の状況 

 

５ 調査方法 

人事委員会事務局職員が調査事業所を訪問調査（１１９事業所（うち他県事業所４件）） 

※本県調査実施事業所１５６件のうち４１件は、人事院または他都道府県人事委員会により調査 

 

２ 平成２６年度佐賀県警察官Ａ採用試験実施計画の報告及び同試験における事務の協力に 

ついて 

 

平成２６年度佐賀県警察官Ａ採用試験〔第２回〕実施計画及び事務の協力について、概要を 

報告した。 

 

３ 公務員連絡会地方公務員部会等からの要請書について 

 

全国人事委員会連合会会長へ公務公共サービス労働組合協議会地方公務員部会が提出した「民

間給与実態調査に関わる要請書」及び公務労組連絡会等が提出した「地方公務員の給与等の改善

にかかわる要請書」について報告した。 

 

４ 平成２６年度佐賀県職員採用試験〔行政特別枠〕に係る採用予定者数の変更について  

 

佐賀県知事からの採用予定者数の変更依頼について報告した。 
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５ 平成２５年（不）第１号事案の再反論書について 

 

不服申立人から再反論書の提出があったこと及びその内容を報告した。 

 

○その他 

１ 平成２５年度苦情相談について 

 

扶養手当の認定について内容を報告した。 

 

２ 行事予定について 

 


